
聖

籠

町

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

四

年

三

月

二

日

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 
 

 

聖

籠

町

規

則

第

三

号

 

聖

籠

町

行

政

組

織

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

聖

籠

町

行

政

組

織

規

則

（

平

成

十

年

聖

籠

町

規

則

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

五

条

第

一

項

中

「

及

び

課

長

補

佐

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

及

び

室

長

補

佐

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

及

び

副

園

長

」

を

削

り

、

同

条

第

六

項

及

び

第

七

項

を

削

り

、

同

条

第

八

項

を

第

六

項

と

し

、

同

条

第

九

項

を

第

七

項

と

す

る

。
 

第

七

条

第

二

項

中

「

前

三

条

」

を

「

前

四

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

八

条

と

す

る

。

 

第

六

条

第

三

項

中

「

及

び

主

任

」

を

削

り

、

同

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

、

同

条

を

第

七

条

と

す

る

。

 

４

 

主

任

は

、

上

司

の

命

を

受

け

事

務

を

処

理

す

る

。

 

 

第

五

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

 

（

課

長

補

佐

等

）

 

第

六

条

 

課

に

課

長

補

佐

を

置

く

。

 

２

 

室

に

室

長

補

佐

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

 

３

 

保

育

園

に

副

園

長

を

置

く

。

 

４

 

課

長

補

佐

及

び

室

長

補

佐

は

、
課

長

又

は

室

長

を

補

佐

し

、
課

、

室

の

事

務

を

整

理

す

る

。

 

５

 

副

園

長

は

園

長

を

助

け

、

園

の

事

務

を

整

理

す

る

。

 

６

 

課

に

副

参

事

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

 

７

 

副

参

事

は

、

上

司

の

命

を

受

け

て

、

課

の

事

務

を

処

理

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


